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会長 平 井

ごみ処理の現状 と課題及び解 :た の方向性

(ご み処理の有料化)について (答 中)

令和 4年 2月 81憂 付 |ナ 島地環第 2憾 号により諮間のあった Iご み処理√)現状 と課題

及び解決の方向性 (ごみ処理の有料化)11シ )い て、当審議会 |こ 〔、議論 してましヽ 1,

t■  l ,■

ごみ処理の課題 で`あイ)「 ごな減量 |:ユ 、貴市が表現す る 「ゼ ロカーボンシテ ィ|ダ〕

実現に :向 けた効果的な取組であると1言:時 :二 、市民が取 り組みやすい行動であると考え

ますが、島田市のこみの減 量化・資源化 :こ お |す る市民 |こ 対サ イ)普 及啓発は充分とは言

えず、ごみ減量に対す る意識が市全体に浸透 していないのが現状です。

また、ごみ処理の有料化において |■ 、国が、「経済的インセ ンテ ィプを活用 した一

般廃棄物の排 |li抑 制や再利用の推進 、排出量に応 じた負担の公平性及び住民の意識改

革を進 めるため、 般廃棄物処理の有料化の推進を:Xlる べきであるご|・七i打 訂村の役

割 を定めてお

`′

、ごみ減量′、の経済的 インセンテ ィブを提供 十るシステム として 1有

料化 |を 実施する自治体が増 え 〔lン るヽことか ら、ごみ処理の課題解決に向けた効果的

な施策の ^つ であると考えられ ます。

当審議会では、これ らを総嬌 し、まずは市民のごみ減量に対す る意識の向 11と 行動

変容 を促す具体的な取組 を図った上で、そダ,経過 を錯 また、ごみ処理の有料化につい

ては検討すべ きと考えます。

これ ら√)実施にあたっ ては、今後の社会及び経済 清勢等 11あ わせ 、下記事項 |こ |^分

配慮 して くだ さ t′ っヽ

1 ごみの減量 澤標 と具体的な取組については、市民 七十分な議論 を十五)こ ニ

2 ごみ処理グ)有料化については、ごみの減 量 臓標 を達成できない場合に限 り検討 を

行 うこと11,

コ

］
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